
【第３報最終】防護柵支柱土抜き時 裂傷事象

【発生日時】 2025年9月19日（金） 14時20分頃
【発生場所】 Ｅ41東海北陸自動車道 下り線 94.4kp付近
【工事件名】 2025年度 東海北陸自動車道 管内維持修繕業務
【受注者名】 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社

【概 要】 交通事故復旧作業 防護柵支柱引き抜き後、現場にて支柱内の土抜き作業を実施。
大ハンマーを用いて１名が支柱の上部を叩き、もう１名が石頭ハンマーにて支柱の下部
を叩いていた。
大ハンマーの打ち手を交代した際に、別の作業員が双方の立ち位置が近いと注意をした。
その際に双方が声に反応してしまい、作業中断出来ず空振りして、石頭ハンマーを使用した
作業員の顎に大ハンマーが接触したもの。

【被害状況】 人的損害 顎の裂傷、痛み、縫合（休業無し）/ 9月29日 抜糸予定
メンテ名古屋 技能職
(職種経歴 3年、現場経験年数 3年）
物的損害 なし

【第三者被害】 なし
【マスコミ報道】 なし

【時 系 列】
９／１９ 14︓20 ㊦94.4kpにて事象発生

14︓25 現場責任者から現場代理人へ一報
14︓30 現場代理人より本社事業第一部、NEXCO保全計画へ連絡
15︓00 病院で診察
16︓30 緊急安全大会実施
16︓40 診断終了（本日は帰宅）

【原 因】 【人的要素】 大ハンマーの近くでが危険であるという意識が低い（危険軽視）
上下作業が危ないという意識が低い（危険軽視）
大ハンマー打ち手が１年目（経験不足）

【管理的要素】 作業手順に記載の大ハンマー取扱い時の注意点についての教育不足
(無知・教育不足)

【対 策】 【管理的要素】 危険予知について次回安全大会にて再教育を行う。
事故復旧作業手順書の再教育を行う。

【物的要素】 支柱の土抜きを行わずに処分できる方法を検討する。
土を抜かざるを得ない場合は専用の治具等の制作を検討する。
その他大ハンマーを使用する作業の機械化も併せて検討していく

（抜柱機など）
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支柱の土抜きは現場外にて実施
専用治具装置を使用し、周囲から人を排除した状態で行う

【作業手順書の見直し】
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